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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　第１の筐体と第２の筐体が蝶番により連結され、
　前記蝶番を介して前記第１の筐体と前記第２の筐体を折り畳んだ状態において、前記第
１の筐体の中心線と前記第２の筐体の中心線は平行であり、かつ、前記第１筐体の第１の
面と前記第２筐体の第１の面は向かい合っており、
　前記蝶番を介して前記第１の筐体と前記第２の筐体を開いた状態において、前記第１の
筐体の中心線に対して、前記第２の筐体の中心線は斜めであり、
　前記第１の筐体の前記第１の面に受話部と操作キーが設けられ、前記第２の筐体の前記
第１の面に送話部と第１の表示装置が設けられ、
　前記操作キーは、透光性のボタンと、前記透光性のボタンの下部に設けられた第２の表
示装置を有し、
　前記第１の筐体と前記第２の筐体を縦方向に並べて使用しているときの前記第１の表示
装置と前記第２の表示装置のそれぞれに表示される記号の向きは同じであり、
　前記第１の筐体と前記第２の筐体を横方向に並べて使用しているときの前記第１の表示
装置と前記第２の表示装置のそれぞれに表示される記号の向きは同じであり、
　前記第１の筐体と前記第２の筐体を縦方向に並べて使用しているときの前記第１の表示
装置と前記第２の表示装置のそれぞれに表示される記号の向きは、前記第１の筐体と前記
第２の筐体を横方向に並べて使用しているときの前記第１の表示装置と前記第２の表示装
置のそれぞれに表示される記号の向きと異なることを特徴とする携帯型電子装置。
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【請求項２】
　請求項１において、前記第１の表示装置と前記第２の表示装置はそれぞれ、液晶表示装
置であることを特徴とする携帯型電子装置。
【請求項３】
　請求項１において、前記第１の表示装置と前記第２の表示装置はそれぞれ、発光装置で
あることを特徴とする携帯型電子装置。
【請求項４】
　請求項１において、前記第１の表示装置と前記第２の表示装置はそれぞれ、光電変換素
子を含む画素を複数有することを特徴とする携帯型電子装置。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、インターネットに接続して情報の送受信を行う情報端末、携帯電話、ＰＨＳ（
Personal Handy Phone system）、ＰＤＡ（Personal Digital Assistant）などの電子装
置に関する。なお、本明細書において電子装置とは、使用者が携帯することが可能であり
、屋内および屋外において、無線電話、有線電話またはインターネットを介してデータお
よび情報の送受信が可能である電子装置を指す。
【０００２】
【従来の技術】
携帯電話に代表される電子装置は、無線通信回線やインターネットを利用した情報通信網
の確立と、通話料金および本体価格の低下、その利便性があいまって急速に普及している
。携帯電話は、筐体に通信回路、表示部、操作部、受話部、送話部、アンテナなどが一体
に設けられている。
【０００３】
携帯電話に代表される電子装置は、外観や機能だけでなく、重量や連続使用可能時間の長
さなどが使用者の選択基準となっている。そのために、電子装置の重量を軽くし、かつ一
回の充電で使用可能な時間を長くするために様々な工夫が凝らされている。その結果、不
要と思われる機能は可能な限り削除されている。
【０００４】
【発明が解決しようとする課題】
近年では、通信技術の発達により、電子装置で電子メールの送受信が可能となった。操作
部に設けられている操作キーでメールを作成するには煩雑な操作が必要であった。
【０００５】
また、電子装置は無線電波を用いて通信を行うため、使用者の環境によっては音声が聞き
取りにくい場合があった。
【０００６】
【課題を解決するための手段】
本明細書で開示する発明の構成は、
第一筐体と第二筐体が蝶番により連結されている電子装置であって、前記蝶番を介して前
記第一筐体と前記第二筐体を折り畳んだ状態のみにおける前記第一筐体の第一の中心線と
前記第二筐体の第二の中心線は平行であることを特徴とする電子装置である。
【０００７】
以上のような構成とすることにより、操作キーの操作をより簡単にしている。また、携帯
電話として使用する際には送話部を口の近くに持っていきやすいため、音声を相手先によ
りクリアにして伝えることが可能となる。
【０００８】
【発明の実施の形態】
本発明の実施形態について、以下に説明する。
【０００９】
図１（Ａ）～（Ｆ）に、本発明の電子装置の一例である携帯電話の図を示す。図１（Ａ）
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は、本発明の第一筐体と第二筐体を蝶番により連結した電子装置を内側から開いた図を示
している。図１（Ｂ）は、図１（Ａ）の電子装置を側面から見た図である。図１（Ｃ）は
、本発明の電子装置を開いて外側から見た図を示している。
【００１０】
図１に示す１００は蝶番である。また、１０４は受話部、１０５は操作キー、１０６はボ
タンであり、１０１は表示部、１０３は送話部である。なお、本明細書では、複数のボタ
ン１０６の総称を操作キー１０５とよぶ。本実施の形態では、１０４受話部、１０５操作
キー、１０６ボタンを有する筐体を第一筐体とし、１０１表示部、１０３送話部を有する
筐体を第二筐体とする。なお、表示部１０１には、液晶表示装置または発光装置が設けら
れている。また、本発明の電子装置にはアンテナ等の電磁波を受信する機能を有するもの
を取り付けてもよい。さらに、ストラップ、シールドパット等の付属品（図示せず）が取
り付けられていてもよい。また、受話部１０４と送話部１０３は、第一筐体と第二筐体に
それぞれ組み込まれており、第一筐体と第二筐体を蝶番１００により、折り畳み可能にし
て小型化を図っている。また、折り畳み可能にすることができるために、受話部１０４と
送話部１０３の人間工学的な距離を十分に確保できる。図１（Ａ）～（Ｃ）に示されるよ
うに、第一筐体と第二筐体を蝶番を介して開いた状態においては、第一筐体の中心線Ａと
第二筐体の中心線Ｂは、互いに斜めになっており、平行ではない。
【００１１】
図１（Ｄ）～（Ｆ）は、図１（Ａ）～（Ｃ）に示す電子装置の第一筐体と第二筐体を蝶番
を介して折り畳んだ状態を示している。図１（Ｄ）は、第一筐体と第二筐体を折り畳んで
、第一筐体を上面にして見た図を示しており、第一筐体の中心線Ａと第二筐体の中心線Ｂ
が一致し、平行になっていることが分かる。図１（Ｅ）は、図１（Ｄ）の電子装置を側面
から見た図であり、中心線Ａと中心線Ｂは一致し、平行である。図１（Ｆ）は、図１（Ｄ
）の電子装置を第二筐体を上面にして見た図を表しており、図１（Ｄ）と同様に、第一筐
体の中心線Ａと第二筐体の中心線Ｂが一致しており、平行になっている。
【００１２】
本発明で、筐体の中心線とは、図１に示すように第一筐体と第二筐体を蝶番１００を介し
て折り畳んだ状態において、第一筐体の中心線Ａと第二筐体の中心線Ｂが平行になる線を
示す。かつ、第一筐体と第二筐体を蝶番１００を介して開いている状態において、互いに
斜めになっている線を示す。なお、図１において、本発明の電子装置の筐体は、直線に囲
まれた形状を有しているが、本発明はこれに限定されず、曲線により囲まれた形状をして
いてもよい。また、図１に示す電子装置は第一筐体と第二筐体が同じ形状をしているが、
本発明はこれに限定されず、第一筐体と第二筐体が異なる形状をしていてもよい。
【００１３】
図２は、本発明の電子装置が蝶番１００によって連結される前と、蝶番１００によって連
結された後を示している。図２（Ａ）と（Ｂ）は第一筐体と第二筐体が蝶番１００により
連結される前を示している。図２（Ｂ）は、第一筐体と第二筐体を内側から開いて見た図
であり、図２（Ａ）は図２（Ｂ）の側面図である。第一筐体及び第二筐体には、内側に穴
が開いている筒１００ａが複数取り付けられている。蝶番１００は、筒１００ａの穴に棒
１００ｂを通して連結する仕組みになっている。なお、本明細書中では、筒１００ａと棒
１００ｂを合わせて蝶番１００とする。なお、蝶番１００は図２に示す形状のものに限ら
ず、公知に用いられている蝶番ならばどんなものでも本発明に適用することが可能である
。
【００１４】
図２（Ｃ）と（Ｄ）は第一筐体と第二筐体を蝶番１００により連結した図を示している。
図２（Ｄ）は、第一筐体と第二筐体を蝶番１００により連結し、内側から開いた図を示し
ている。図２（Ｃ）は、図２（Ｄ）の側面図である。
【００１５】
次に、本発明の電子装置のプリント基板およびプリント基板を接続しているＦＰＣ、並び
に蝶番１００の配置について図３を用いて説明する。図３（Ａ）は本発明の電子装置を示



(4) JP 4476503 B2 2010.6.9

10

20

30

40

50

している。図３（Ｂ）は、第一筐体内のプリント基板１１０ａと第二筐体内のプリント基
板１１０ｂを示したものである。プリント基板１１０ａとプリント基板１１０ｂは、ＦＰ
Ｃ１１１により接続されている。プリント基板１１０ａには、ボタン１０６により入力さ
れた情報を第二筐体の表示部１０１に表示させるための配線が設けられている。第一筐体
と第二筐体は、ＦＰＣ１１１で接続されており、ボタン１０６により入力された情報は、
ＦＰＣ１１１を介して第二筐体の表示部１０１に表示される仕組みになっている。なお、
プリント基板１１０ａと１１０ｂには図２（Ｂ）で示す以外にもメモリ、また受話部１０
４及び送話部１０３を制御するためのコントローラーなどが設けられているが、図３（Ｂ
）では説明を簡単にするために省略する。
【００１６】
図３（Ｃ）は、図３（Ａ）の電子装置をＡ－Ａ｀で切断した断面図である。第一筐体内の
プリント基板１１０ａと第二筐体内のプリント基板１１０ｂは、蝶番１００を介して連結
されており、プリント基板１１０ａとプリント基板１１０ｂはＦＰＣ１１１により接続さ
れている。ＦＰＣ１１１は蝶番１００内に収められているため、第一筐体と第二筐体は、
蝶番１００を介して折り畳むことができる。
【００１７】
図３（Ｄ）は、第一筐体と第二筐体を蝶番１００を介して折り畳んだ状態を示している。
図３（Ｅ）は、図３（Ｃ）に示す本発明の電子装置の点線で囲まれた部分を拡大したもの
である。図３（Ｅ）に示すように、プリント基板１１０ａとプリント基板１１０ｂを接続
するために設けられたＦＰＣ１１１は蝶番１００内に収められている。
【００１８】
図４は、本発明の電子装置の使用形態について説明する図である。図４（Ａ）は、右手で
操作キー１０５を操作している図であり、左ききの人に最適である。また、図４（Ｂ）は
、左手で操作キー１０５を操作している図であり、右ききの人に最適である。なお、図４
では、片手でのみ操作しているが、両手を使って操作してもよい。
【００１９】
図５は、表示部１０１を有する筐体を示したものである。１０３は送話部である。図５（
Ａ）は、表示部１０１に画像が表示されている様子を示した図である。図５（Ｂ）は、表
示部１０１に記号が表示されている様子を示した図であり、文字、アルファベット、数字
、絵文字が示されている。
【００２０】
【実施例】
（実施例１）
実施の形態では、表示部にのみ表示装置を用いた場合を説明したが、本実施例では操作キ
ー１０５の下部に表示装置を設けた電子装置を説明する。図６は、操作キー１０５の構成
を示す断面図であり、操作キー１０５の下部に発光装置を用いた場合を示す。
【００２１】
図６（Ａ）において、筐体２０１の内側には、ガラスエポキシ樹脂またはセラミックで形
成されたプリント基板２０２があり、ベースバンド部としてＣＰＵ（マイクロプロセッサ
）やＤＳＰ（デジタル信号処理プロセッサ）、各種メモリ（フラッシュメモリやＳＲＡＭ
）などの信号処理回路や、ミキサや周波数シンセサイザなどを搭載した送受信回路部が形
成されている。
【００２２】
プリント基板２０２において、上述した各種回路が形成されている面とは反対側の面に発
光装置２０４が設けられている。発光装置２０４は基板２１２と、封止材２２１と、導光
板２１４と、カバー材２１３とを有している。発光装置２０４は、基板２１２との間に封
止されている。また導光板２１４の端部にはバックライト（図示せず）が設けられている
。
【００２３】
筐体２０１の外側から認識可能なボタン２０３は透光性であり、その下部には発光装置２



(5) JP 4476503 B2 2010.6.9

10

20

30

40

50

０４設けられている。このような構成により、発光装置２０４で表示される記号は、透光
性のボタン２０３を介して認識することができる。
【００２４】
発光装置２０４は基板２１２上に形成された配線２０６と接続している。プリント基板２
０２の回路と、基板２１２の回路との接続形式は特に限定されないが、例えばＦＰＣ（フ
レキシブルプリント配線板：Flexible Printed Circuit）２１０を用いて、配線２０６と
プリント基板２０２の回路とを接続しても良い。
【００２５】
透光性のボタン２０３と基板２１２との間には、電極２０９ａ、２０９ｂと、ダイアフラ
ム２０８と、ダイアフラム２０８が固定されている可撓性シート２０７とが設けられてい
る。ダイアフラム２０８はアルミニウムや銅を主成分とする合金で形成され、導電性を持
っている。ダイアフラム２０８はボタン２０３に対応して設けられている。この電極２０
９ａ、２０９ｂは前述の各種回路のうち、入力を検知する回路に接続している。
【００２６】
図６（Ａ）で示すように、通常の状態ではダイアフラム２０８は一方の電極である２０９
ａとのみ接触している。図６（Ｂ）に示すように、使用者がボタン２０３を矢印の方向に
押すと、可撓性シート２０７と、ダイアフラム２０８とが変形し、ダイアフラム２０８は
電極２０９ａと２０９ｂの両方と接触し導通がとれる。このようにして、ボタン操作の有
無を検知して入力情報を得る。
【００２７】
なお、本実施例では、発光装置を用いた場合を示したが、反射型または透過型の液晶表示
装置を用いてもよい。
【００２８】
本実施例は、実施の形態と自由に組み合わせることが可能である。
【００２９】
（実施例２）
図７は、実施例１の電子装置の構成を説明するブロック図である。図７で示すシステムに
おいて、キー入力部５２２には、表示装置５２３とキー入力検知部５２４が備えられてい
る。ＣＰＵ５０６のキーボードインターフェイス部５０８はキーボードコントロール回路
（コントローラー）５２０を介して表示装置５２３が表示する記号の画像を制御する。な
お、表示装置５２３とは、液晶表示装置または発光装置のどちらか一方を指す。
【００３０】
また、キー入力検知部５２４からの信号は、入力信号処理回路５２１を介してキーボード
インターフェイス部５０８に入力し、ＣＰＵ５０６内部でデータ処理を行い、所定の情報
をコントロール回路５１２に出力し、表示装置５１３にその情報を表示させたり送信をし
たりする。
【００３１】
その他の外部回路の構成は、安定化電源と高速高精度のオペアンプからなる電源５０４、
音声処理回路５０２、外部インターフェイスポート５０５、送受信回路５１５などから成
っている。また、ＣＰＵ５０６には映像信号処理回路５０７が内蔵されている。また、Ｃ
ＰＵ５０６にはＶＲＡＭ５１１、ＤＲＡＭ５０９、フラッシュメモリ５１０及びメモリー
カード５０３が接続されている。ＣＰＵ５０３で処理された情報は、映像信号（データ信
号）として映像信号処理回路５０７からコントロール回路５１２に出力する。コントロー
ル回路５１２は、映像信号とクロックを表示装置５１３に供給する。具体的には、映像信
号を表示装置の各画素に対応したデータに振り分ける機能と、外部から入力される水平同
期信号及び垂直同期信号を、駆動回路のスタート信号及び内蔵電源回路の交流化のタイミ
ング制御信号に変換する機能を持っている。
【００３２】
図７で示すように、本発明の電子装置は、ボタンの下部に設けられた表示装置をＣＰＵが
集中して管理して制御する構成をとっている。
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【００３３】
また、本実施例は、実施の形態および実施例１と自由に組み合わせることが可能である。
【００３４】
（実施例３）
次に、実施例１、２で示した操作キーに表示装置を用いた電子装置の外観図を示す。図８
（Ａ）には、第一筐体と第二筐体を縦方向に並べたときに、表示部１０１に表示される記
号の向きと、操作キー１０５に設けられているボタン１０６に表示される記号の向きとが
、使用者側からみて本来の向きにある場合を示している。
【００３５】
図８（Ｂ）には、第一筐体と第二筐体を縦方向に並べたときに、表示部１０１に表示され
る記号の向きと、操作キー１０５に設けられているボタン１０６に表示されている記号の
向きが、使用者側からみて本来の向きにある場合を示している。
【００３６】
本発明の電子装置は、使用者の使い勝手に合わせて、表示部１０１に表示される記号の向
き及び操作キー１０５に設けられているボタン１０６に表示される記号の向きを、図８（
Ａ）に示した向きと図８（Ｂ）に示した向きとに切り替えることが可能である。
【００３７】
なお、図８では表示部１０１に表示される画像の向きと、操作キー１０５に表示される記
号の向きとが同じ場合について説明したが、本発明はこれに限定されない。表示部１０１
に表示される画像の向きと、操作キー１０５に表示される記号の向きとが異なっていても
良い。また、図８に示した操作キー１０５が表示している記号は一例であり、本発明の電
子装置はこれらの記号に限定されない。
【００３８】
また、表示部１０１に表示される画像の向きと、操作キー１０５に表示される記号等の画
像の向きとを、接続部１００における第一筐体の表示部１０１を有する面と第二筐体の操
作キー１０５に設けられているボタン１０６を有する面との間の角度θによって自動的に
変更するような構成にしても良い。
【００３９】
また操作キー１０５の表示の明暗を切り替えられるような構成にしても良い。図９（Ａ）
に示した操作キー１０５は白色の地に黒色の単数または複数の記号が表示されている。図
９（Ｂ）に示した操作キー１０５は黒色の地に白色の単数または複数の記号が表示されて
いる。
【００４０】
なお図９（Ａ）、図９（Ｂ）では、黒色または白色で表示を行う操作キーについて説明し
たが、本発明はこの構成に限定されない。操作キーが白色以外の色の表示を行っても良い
。例えば黒色の地に黄色表示、白色の地に緑色表示、または青色の地に黒色表示を行って
も構わない。
【００４１】
上記構成によって、電子装置自体の消費電力を抑えることが可能である。
【００４２】
また、本実施例は、実施の形態および実施例１、２と自由に組み合わせることが可能であ
る。
【００４３】
（実施例４）
本実施例では、表示部１０１に用いられる表示装置、または操作キーの下部に設けられる
表示装置を示す。本実施例では、表示装置として液晶表示装置を説明する。絶縁表面を有
する基板上に画素部とそれを駆動する駆動回路を有した液晶表示装置の例（但し液晶材料
封止前の状態）を図１０に示す。
【００４４】
なお、駆動回路には基本単位となるＣＭＯＳ回路を示し、画素部には一つの画素を示す。
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【００４５】
図１０において、基板上にはｎチャネル型ＴＦＴ６０５、ｎチャネル型ＴＦＴ６０６とｐ
チャネル型ＴＦＴ６０３、ｐチャネル型ＴＦＴ６０４からなる駆動回路６０１、ｎチャネ
ル型ＴＦＴからなる画素ＴＦＴ６０７および保持容量６０８からなる画素部６０２が形成
されている。また、本実施例では、ＴＦＴはすべてトップゲート型ＴＦＴで形成されてい
る。
【００４６】
また、画素ＴＦＴ６０７はソース領域およびドレイン領域の間に二つのチャネル形成領域
を有した構造（ダブルゲート構造）となっているが、本実施例はダブルゲート構造に限定
されることなく、チャネル形成領域が一つ形成されるシングルゲート構造もしくは三つ形
成されるトリプルゲート構造であっても良い。
【００４７】
また、本実施例では、画素ＴＦＴのドレイン領域と接続する画素電極を反射電極とした。
その画素電極６１０の材料としては、ＡｌまたはＡｇを主成分とする膜、またはそれらの
積層膜等の反射性の優れた材料を用いることが望ましい。また、画素電極を形成した後、
公知のサンドブラスト法やエッチング法等の工程を追加して表面を凹凸化させて、鏡面反
射を防ぎ、反射光を散乱させることによって白色度を増加させることが好ましい。
【００４８】
なお、本実施例では画素電極を反射電極とした反射型の液晶表示装置の例を示したが、反
射電極に代えて画素電極として透明導電膜を用いた透過型の液晶表示装置を用いてもよい
。
【００４９】
図１０の状態を得た後、画素電極上に配向膜を形成しラビング処理を行う。なお、本実施
例では配向膜を形成する前に、アクリル樹脂膜等の有機樹脂膜をパターニングすることに
よって基板間隔を保持するための柱状のスペーサを所望の位置に形成した。また、柱状の
スペーサに代えて、球状のスペーサを基板全面に散布してもよい。
【００５０】
次いで、対向基板を用意する。次いで、対向基板上に着色層、遮光層を形成した後、平坦
化膜を形成する。次いで、平坦化膜上に透明導電膜からなる対向電極を少なくとも画素部
に形成し、対向基板の全面に配向膜を形成し、ラビング処理を施した。
【００５１】
そして、画素部と駆動回路が形成されたステンレス基板と固定基板とを接着層（本実施例
ではシール材）で貼り合わせる。接着層にはフィラーが混入されていて、このフィラーと
柱状スペーサによって均一な間隔を持って２枚の基板が貼り合わせられる。その後、両基
板の間に液晶材料を注入し、封止剤（図示せず）によって完全に封止する。液晶材料には
公知の液晶材料を用いれば良い。
【００５２】
次いで、液晶の封止（または封入）工程まで行った後、実施の形態および実施例１に示し
たように基板ホルダーを分離した。その後の液晶表示装置の状態について図１１を用いて
説明する。
【００５３】
図１１に示す上面図は、画素部、駆動回路、ＦＰＣ（フレキシブルプリント配線板：Flex
ible Printed Circuit）を貼り付ける外部入力端子、外部入力端子と各回路の入力部まで
を接続する配線８１などが形成されたステンレス基板８２ａと、カラーフィルタなどが設
けられた対向基板８２ｂとがシール材８３を介して貼り合わされている。
【００５４】
ゲート側駆動回路８４と重なるように対向基板側に遮光層８６ａが設けられ、ソース側駆
動回路８５と重なるように対向基板側に遮光層８６ｂが形成されている。また、画素部８
７上の対向基板側に設けられたカラーフィルタ８８は遮光層と、赤色（Ｒ）、緑色（Ｇ）
、青色（Ｂ）の各色の着色層とが各画素に対応して設けられている。実際に表示する際に



(8) JP 4476503 B2 2010.6.9

10

20

30

40

50

は、赤色（Ｒ）の着色層、緑色（Ｇ）の着色層、青色（Ｂ）の着色層の３色でカラー表示
を形成するが、これら各色の着色層の配列は任意なものとする。
【００５５】
ここでは、カラー化を図るためにカラーフィルタ８８を対向基板に設けているが特に限定
されず、基板上に素子を作製する際にカラーフィルタを形成してもよい。
【００５６】
また、カラーフィルタにおいて隣り合う画素の間には遮光層が設けられており、表示領域
以外の箇所を遮光している。また、駆動回路を覆う領域にも遮光層８６ａ、遮光層８６ｂ
を設けているが、駆動回路を覆う領域は、後に液晶表示装置を電子装置の表示部として組
み込む際、カバーで覆うため、特に遮光層を設けない構成としてもよい。また、基板上に
必要な素子を作製する際、基板上に遮光層を形成してもよい。
【００５７】
また、上記遮光層を設けずに、対向基板と対向電極の間に、カラーフィルタを構成する着
色層を複数層重ねた積層で遮光するように適宜配置し、表示領域以外の箇所（各画素電極
の間隙）や、駆動回路を遮光してもよい。
【００５８】
また、外部入力端子にはベースフィルムと配線から成るＦＰＣ８９が異方性導電性樹脂で
貼り合わされている。さらに補強板で機械的強度を高めている。
【００５９】
また、対向基板のみに偏光板（図示しない）を貼りつける。
【００６０】
以上のようにして作製される液晶表示装置は本発明で用いられる電子装置の表示部に用い
ることができる。
【００６１】
また、本実施例の液晶表示装置の回路構成例を図１２に示す。
【００６２】
図１２（Ａ）はアナログ駆動を行うための回路構成である。本実施例では、ソース側駆動
回路９０、画素部９１及びゲート側駆動回路９２を有している。本明細書中において、駆
動回路とはソース側処理回路およびゲート側駆動回路を含めた総称である。
【００６３】
ソース側駆動回路９０は、シフトレジスタ９０ａ、バッファ９０ｂ、サンプリング回路（
トランスファゲート）９０ｃを設けている。また、ゲート側駆動回路９２は、シフトレジ
スタ９２ａ、レベルシフタ９２ｂ、バッファ９２ｃを設けている。また、必要であればサ
ンプリング回路とシフトレジスタとの間にレベルシフタ回路を設けてもよい。
【００６４】
また、本実施例において、画素部９１は複数の画素を含み、その複数の画素に各々ＴＦＴ
素子が設けられている。また、これらのソース側駆動回路９０およびゲート側駆動回路９
２は、全てｐチャネル型ＴＦＴあるいは全てｎチャネル型ＴＦＴで形成することもできる
。
【００６５】
なお、図示していないが、画素部９１を挟んでゲート側駆動回路９２の反対側にさらにゲ
ート側駆動回路を設けても良い。
【００６６】
また、デジタル駆動させる場合は、図１２（Ｂ）に示すように、サンプリング回路の代わ
りにラッチ（Ａ）９３ｂ、ラッチ（Ｂ）９３ｃを設ければよい。ソース側駆動回路９３は
、シフトレジスタ９３ａ、ラッチ（Ａ）９３ｂ、ラッチ（Ｂ）９３ｃ、Ｄ／Ａコンバータ
９３ｄ、バッファ９３ｅを設けている。また、ゲート側駆動回路９５は、シフトレジスタ
９５ａ、レベルシフタ９５ｂ、バッファ９５ｃを設けている。また、必要であればラッチ
（Ｂ）９３ｃとＤ／Ａコンバータ９３ｄとの間にレベルシフタ回路を設けてもよい。
【００６７】
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また、本実施例では画素部と駆動回路の構成のみ示しているが、さらにメモリやマイクロ
プロセッサを形成してもよい。
【００６８】
なお、本実施例は、発明の実施の形態および実施例１乃至実施例３と自由に組み合わせる
ことが可能である。
【００６９】
（実施例５）
本実施例では、本発明の電子装置の表示部に用いられる液晶表示装置の画素部及び駆動回
路に用いるＴＦＴを逆スタガ型ＴＦＴで構成した例を図１３に示す。図１３（Ａ）は、画
素部の画素の一つを拡大した上面図であり、図１３（Ａ）において、点線Ａ－Ａ'で切断
した部分が、図１３（Ｂ）の画素部の断面構造に相当する。なお、図１３（Ｂ）において
、５１は絶縁表面を有する基板である。
【００７０】
画素部において、画素ＴＦＴ部はｎチャネル型ＴＦＴで形成されている。基板５１上にゲ
ート電極５２が形成され、その上に窒化珪素からなる第１絶縁膜５３ａ、酸化珪素からな
る第２絶縁膜５３ｂが設けられている。また、第２絶縁膜上には、活性層としてｎ+ 領域
５４～５６と、チャネル形成領域５７、５８と、前記ｎ+ 型領域とチャネル形成領域の間
にｎ- 型領域５９、６０が形成される。また、チャネル形成領域５７、５８は絶縁層６１
、６２で保護される。絶縁層６１、６２及び活性層を覆う第１の層間絶縁膜６３にコンタ
クトホールを形成した後、ｎ+ 領域５４に接続する配線６４が形成され、ｎ+ 領域５６に
ＡｌあるいはＡｇ等からなる画素電極６５が接続され、さらにその上にパッシベーション
膜６６が形成される。また、７０は画素電極６９と隣接する画素電極である。
【００７１】
なお、本実施例では、画素部の画素ＴＦＴのゲート配線をダブルゲート構造としているが
、オフ電流のバラツキを低減するために、トリプルゲート構造等のマルチゲート構造とし
ても構わない。また、開口率を向上させるためにシングルゲート構造としてもよい。
【００７２】
また、画素部の容量部は、第１絶縁膜及び第２絶縁膜を誘電体として、容量配線７１と、
ｎ+ 領域５６とで形成されている。
【００７３】
なお、図１３で示した画素部はあくまで一例に過ぎず、本発明の表示装置は、上記の構成
に限定されない。
【００７４】
また、本実施例は、実施の形態および実施例１乃至実施例４と自由に組み合わせることが
可能である。
【００７５】
（実施例６）
本実施例では、表示部１０１に用いられる表示装置、または操作キー１０５の下部に設け
られる表示装置を示す。本実施例では、表示装置として発光装置を説明する。
【００７６】
同一の基板上に画素部とそれを駆動する駆動回路を有した発光装置の例（但し封止前の状
態）を図１４に示す。なお、駆動回路には基本単位となるＣＭＯＳ回路を示し、画素部に
は一つの画素を示す。
【００７７】
図１４において、７０１は基板、基板上には絶縁膜が形成され、その上にはｎチャネル型
ＴＦＴとｐチャネル型ＴＦＴからなる駆動回路７０４、ｐチャネル型ＴＦＴからなるスイ
ッチングＴＦＴ７０２およびｎチャネル型ＴＦＴからなる電流制御ＴＦＴ７０３とが形成
されている。また、本実施例では、ＴＦＴはすべてトップゲート型ＴＦＴで形成されてい
る。
【００７８】
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また、スイッチングＴＦＴ７０２はソース領域およびドレイン領域の間に二つのチャネル
形成領域を有した構造（ダブルゲート構造）となっているが、本実施例はダブルゲート構
造に限定されることなく、チャネル形成領域が一つ形成されるシングルゲート構造もしく
は三つ形成されるトリプルゲート構造であっても良い。
【００７９】
また、電流制御ＴＦＴのドレイン領域７０６の上には第２層間絶縁膜７０８が設けられる
前に、第１層間絶縁膜７０７にコンタクトホールが設けられている。これは第２層間絶縁
膜７０８にコンタクトホールを形成する際に、エッチング工程を簡単にするためである。
第２層間絶縁膜７０８にはドレイン領域７０６に到達するようにコンタクトホールが形成
され、ドレイン領域７０６に接続された画素電極７０９が設けられている。画素電極７０
９は発光素子の陰極として機能する電極であり、周期表の１族もしくは２族に属する元素
を含む導電膜を用いて形成されている。本実施例では、リチウムとアルミニウムとの化合
物からなる導電膜を用いる。
【００８０】
次に、７１３は画素電極７０９の端部を覆うように設けられた絶縁膜であり、本明細書中
ではバンクと呼ぶ。バンク７１３は珪素を含む絶縁膜もしくは樹脂膜で形成すれば良い。
樹脂膜を用いる場合、樹脂膜の比抵抗が１×１０6～１×１０12Ωｍ（好ましくは１×１
０8～１×１０10Ωｍ）となるようにカーボン粒子もしくは金属粒子を添加すると、成膜
時の絶縁破壊を抑えることができる。
【００８１】
また、発光素子７１０は画素電極（陰極）７０９、有機化合物層７１１および陽極７１２
からなる。陽極７１２は、仕事関数の大きい導電膜、代表的には酸化物導電膜が用いられ
る。酸化物導電膜としては、酸化インジウム、酸化スズ、酸化亜鉛もしくはそれらの化合
物を用いれば良い。本実施例の発光装置は、上方出射の発光装置となる。なお、本実施例
は上方出射の発光装置に限定されることなく、発光素子の構造を適宜変更すれば、下方出
射の発光装置とすることができる。
【００８２】
なお、本明細書中では正孔注入層、正孔輸送層、正孔阻止層、電子輸送層、電子注入層も
しくは電子阻止層などを組み合わせた積層体を有機化合物層と定義する。
【００８３】
また、有機化合物層としては、発光材料であれば特に限定されないが、例えば一重項励起
により発光する発光材料（シングレット化合物）からなる薄膜、または三重項励起により
発光する発光材料（トリプレット化合物）からなる薄膜を用いることができる。
【００８４】
なお、ここでは図示しないが陽極７１２を形成した後、発光素子７１０を完全に覆うよう
にしてパッシベーション膜を設けることは有効である。パッシベーション膜としては、炭
素膜、窒化珪素膜もしくは窒化酸化珪素膜を含む絶縁膜からなり、該絶縁膜を単層もしく
は組み合わせた積層で用いる。
【００８５】
次いで、発光素子を保護するための封止（または封入）工程まで行う。その後の発光装置
について図１５（Ａ）、図１５（Ｂ）を用いて説明する。
【００８６】
図１５（Ａ）は、発光素子の封止までを行った状態を示す上面図、図１５（Ｂ）は図１５
（Ａ）をＡ－Ａ’で切断した断面図である。点線で示された８０１は画素部、８０２はソ
ース側駆動回路、８０３はゲート側駆動回路である。また、８０４はカバー材、８０５は
第１シール材、８０６は第２シール材である。
【００８７】
なお、８０８はソース側駆動回路８０２及びゲート側駆動回路８０３に入力される信号を
伝送するための配線であり、外部入力端子となるＦＰＣ（フレキシブルプリントサーキッ
ト）８０８からビデオ信号やクロック信号を受け取る。なお、ここではＦＰＣしか図示さ
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れていないが、このＦＰＣにはプリント配線基盤（ＰＷＢ）が取り付けられていても良い
。
【００８８】
次に、断面構造について図１５（Ｂ）を用いて説明する。基板８００の上方には画素部、
ソース側駆動回路８０９が形成されており、画素部は電流制御ＴＦＴ７１０とそのドレイ
ンに電気的に接続された画素電極８１１を含む複数の画素により形成される。また、ソー
ス側駆動回路８０９はｎチャネル型ＴＦＴとｐチャネル型ＴＦＴとを組み合わせたＣＭＯ
Ｓ回路を用いて形成される。なお、基板８００には偏光板（代表的には円偏光板）を貼り
付けても良い。
【００８９】
また、画素電極８１１の両端にはバンク８１２が形成され、画素電極８１１上には有機化
合物層８１３および発光素子の陽極８１４が形成される。陽極８１４は全画素に共通の配
線としても機能し、接続配線８１５を経由してＦＰＣ８１６に電気的に接続されている。
さらに、画素部及びソース側駆動回路８０９に含まれる素子は全てパッシベーション膜（
図示しない）で覆われている。
【００９０】
また、第１シール材８０５によりカバー材８０４が貼り合わされている。なお、カバー材
８０４と発光素子との間隔を確保するためにスペーサを設けても良い。そして、第１シー
ル材８０５の内側には空隙８１７が形成されている。なお、第１シール材８０５は水分や
酸素を透過しない材料であることが望ましい。さらに、空隙８１７の内部に吸湿効果をも
つ物質や酸化防止効果をもつ物質を設けることは有効である。
【００９１】
なお、カバー材８０４の表面および裏面には保護膜として炭素膜（具体的にはダイヤモン
ドライクカーボン膜）を２～３０ｎｍの厚さに設けると良い。このような炭素膜（ここで
は図示しない）は、酸素および水の侵入を防ぐとともにカバー材８０４の表面を機械的に
保護する役割をもつ。
【００９２】
また、カバー材８０４を接着した後、第１シール材８０５の露呈面を覆うように第２シー
ル材８０６を設けている。第２シール材８０６は第１シール材８０５と同じ材料を用いる
ことができる。
【００９３】
以上のような構造で発光素子を封入することにより、発光素子を外部から完全に遮断する
ことができ、外部から水分や酸素等の有機化合物層の酸化による劣化を促す物質が侵入す
ることを防ぐことができる。従って、信頼性の高い発光装置が得られる。
【００９４】
なお、本実施例は、発明の実施の形態および実施例１乃至実施例５と自由に組み合わせる
ことが可能である。
【００９５】
（実施例７）
本実施例では、表示装置の各画素に光電変換素子（フォトダイオード）を組み込んだ例を
示す。本実施例では、発光装置の各画素に光電変換素子を組み込んだ例を説明する。
【００９６】
図１６に画素１００２の詳しい構成を示す。点線で囲まれた領域が画素１００２である。
【００９７】
画素１００２はスイッチング用ＴＦＴ１００４、駆動用ＴＦＴ１００５、発光素子１００
６を有している。また図１５では画素１００２にコンデンサ１００７が設けられているが
、コンデンサ１００７を設けなくとも良い。
【００９８】
発光素子１００６は陽極と陰極と、陽極と陰極との間に設けられた有機化合物層とからな
る。陰極が駆動用ＴＦＴ１００５のソース領域またはドレイン領域と接続している場合、
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陽極が対向電極、陰極が画素電極となり、発光方向が下方出射となる。逆に陽極が駆動用
ＴＦＴ１００５のソース領域またはドレイン領域と接続している場合、陽極が画素電極、
陰極が対向電極となり、発光方向が上方出射となる。
【００９９】
スイッチング用ＴＦＴ１００４のゲート電極はゲート信号線（Ｇ）に接続されている。そ
してスイッチング用ＴＦＴ１００４のソース領域とドレイン領域は、一方がソース信号線
（Ｓ）に、もう一方が駆動用ＴＦＴ１００５のゲート電極に接続されている。
【０１００】
駆動用ＴＦＴ１００５のソース領域は電源供給線（Ｖ）に接続されており、駆動用ＴＦＴ
１００５のドレイン領域は、発光素子１００６に接続されている。コンデンサ１００７は
駆動用ＴＦＴ１００５のゲート電極と電源供給線Ｖとに接続して設けられている。
【０１０１】
さらに画素１００２は、リセット用ＴＦＴ１０１０、バッファ用ＴＦＴ１０１１、選択用
ＴＦＴ１０１２、フォトダイオード１０１３を有している。
【０１０２】
リセット用ＴＦＴ１０１０のゲート電極はリセット用ゲート信号線（ＲＧ）に接続されて
いる。リセット用ＴＦＴ１０１０のソース領域はセンサ用電源線ＶＢに接続されている。
センサ用電源線（ＶＢ）は常に一定の電位（基準電位）に保たれている。またリセット用
ＴＦＴ１０１０のドレイン領域はフォトダイオード１０１３及びバッファ用ＴＦＴ１０１
１のゲート電極に接続されている。
【０１０３】
図示しないが、フォトダイオード１０１３はＮ型半導体層と、Ｐ型半導体層と、Ｎ型半導
体層とＰ型半導体層の間に設けられた光電変換層とを有している。リセット用ＴＦＴ１０
１０のドレイン領域は、具体的にはフォトダイオード１０１３のＰ型半導体層又はＮ型半
導体層に接続されている。
【０１０４】
バッファ用ＴＦＴ１０１１のドレイン領域はセンサ用電源線（ＶＢ）に接続されており、
常に一定の基準電位に保たれている。そしてバッファ用ＴＦＴ１０１１のソース領域は選
択用ＴＦＴ１０１２のソース領域又はドレイン領域に接続されている。
【０１０５】
選択用ＴＦＴ１０１２のゲート電極はセンサ用ゲート信号線（ＳＧ）に接続されている。
そして選択用ＴＦＴ１０１２のソース領域とドレイン領域は、一方は上述したとおりバッ
ファ用ＴＦＴ１０１１のソース領域に接続されており、もう一方はセンサ出力配線（ＳＳ
）に接続されている。センサ出力配線（ＳＳ）は定電流電源１００３に接続されており、
常に一定の電流が流れている。
【０１０６】
また、図１７に本実施例の画素の断面図を示す。１１０１はスイッチング用ＴＦＴ、１１
０２は駆動用ＴＦＴ、１１０３はリセット用ＴＦＴ、１１０４はバッファ用ＴＦＴ、１１
０５は選択用ＴＦＴである。
【０１０７】
また、１１０８はＰ型半導体層、１１０９は光電変換層、１１０７はＮ型半導体層である
。Ｐ型半導体層１１０８と、光電変換層１１０９と、Ｎ型半導体層１１０７とによって、
フォトダイオード１１０６が形成される。１１１１はセンサ用配線であり、Ｎ型半導体層
１１０７と外部の電源とを電気的に接続している。また、フォトダイオード１１０６のＰ
型半導体層１１０８とリセット用ＴＦＴ１１０３のドレイン領域とは電気的に接続されて
いる。
【０１０８】
また１１１０は画素電極（陽極）、１１１２は有機化合物層、１１１３は対向電極（陰極
）である。画素電極（陽極）１１１２と、有機化合物層１１１２と、対向電極（陰極）１
１１３とで発光素子１１１４が形成される。なお１１１５はバンクであり、隣り合う画素
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【０１０９】
１１１６は被写体であり、発光素子１１１４から発せられた光が被写体１１１６において
反射し、フォトダイオード１１０６に照射される。本実施例では、被写体を基板１１００
のＴＦＴが形成されていない側に設ける。
【０１１０】
本実施例において、スイッチング用ＴＦＴ１１０１、バッファ用ＴＦＴ１１０４、選択用
ＴＦＴ１１０５は全てＮチャネル型ＴＦＴである。また駆動用ＴＦＴ１１０２、リセット
用ＴＦＴ１１０３はＰチャネル型ＴＦＴである。なお本発明はこの構成に限定されない。
よってスイッチング用ＴＦＴ１１０１、駆動用ＴＦＴ１１０２、バッファ用ＴＦＴ１１０
４、選択用ＴＦＴ１１０５、リセット用ＴＦＴ１１０３は、Ｎチャネル型ＴＦＴとＰチャ
ネル型ＴＦＴのどちらでも良い。
【０１１１】
ただし、本実施例のように駆動用ＴＦＴ１１０２のソース領域またはドレイン領域が発光
素子１１１４の陽極１１１３と電気的に接続されている場合、駆動用ＴＦＴ１１０２はＰ
チャネル型ＴＦＴであることが望ましい。また逆に、駆動用ＴＦＴ１１０２のソース領域
またはドレイン領域が発光素子１１１４の陰極と電気的に接続されている場合、駆動用Ｔ
ＦＴ１１０２はＮチャネル型ＴＦＴであることが望ましい。
【０１１２】
なお、本実施例のフォトダイオードは他のＴＦＴと同時に形成することができるので、工
程数を抑えることができる。また、本実施例は、実施の形態および実施例１乃至実施例６
と自由に組み合わせることが可能である。
【発明の効果】
本発明の電子装置は、第一筐体と第二筐体が蝶番によって連結されているため、折り畳む
ことができ、小型化が可能である。また、本発明の電子装置は、第一筐体と第二筐体を蝶
番によって折り畳んだ状態においてのみ、第一筐体の第一の中心線と第二筐体の第二の中
心線が一致し、かつ平行となる形状を有している。そのため、送話部を有する電子装置を
使用する際には、送話部を口の近くに持っていきやすく、相手先に音声をよりクリアにし
て出力することができる。
【図面の簡単な説明】
【図１】　　本発明の電子装置の外観を説明する図。
【図２】　　本発明の蝶番の仕組みを説明する図。
【図３】　　筐体内のプリント基板及び蝶番の配置を説明する図。
【図４】　　本発明の電子装置の操作形態について説明する図。
【図５】　　本発明の表示部の使用形態について説明する図。
【図６】　　筐体内のプリント基板及び発光装置の配置を説明する図。
【図７】　　本発明の電子装置のシステムブロック図。
【図８】　　本発明の電子装置の使用形態について説明する図。
【図９】　　本発明の電子装置の使用形態について説明する図。
【図１０】　アクティブマトリクス型液晶表示装置の断面図。
【図１１】　アクティブマトリクス型液晶表示装置の外観図。
【図１２】　アクティブマトリクス型液晶表示装置の駆動回路のブロック図。
【図１３】　アクティブマトリクス型液晶表示装置の上面図及び断面図。
【図１４】　発光装置の断面図。
【図１５】　発光装置の上面図及び断面図。
【図１６】　センサ（フォトダイオード）を有する画素の回路図。
【図１７】　センサ（フォトダイオード）を有する画素の断面図。
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【図１５】 【図１６】
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